
土木管理部水道課

令和６年１月２４日公表
番号 質問事項 回答

1

要求水準書　第1章　第9条　（給水装置工事管理業務従事者）
「水道法に定める給水装置工事主任技術者の有資格者を1名以上配置」（排
水設備工事管理業務従事者）「排水設備主任技術者の有資格者を1名以上配
置」と記載されておりますが、それぞれの資格を有している者がいれば兼
ねて配置することは可能でしょうか。

可能です。

2
要求水準書　第3章　第21条(2)
開栓及び閉栓作業に使用するキャップ類は、貴市の負担と理解してよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

3
要求水準書　第3章　第21条(4)
使用開始に伴う量水器の交換件数をご教示ください。

要求水準書　別紙1に記載があります、メーター交換件数（随時作業分）のと
おりです。

4
要求水準書　第4章　第22条(11)
検針により発見した不良量水器交換の件数をご教示ください。

下記のとおりです。
令和4年4月～令和5年 3月　1件
令和5年4月～令和5年12月  1件

5
要求水準書　第5章　第33条2項
収納率を算出する上で、回収不能（倒産等）によるものは、分母に含まれ
ているかをご教示ください。

分母に含まれておりません。

6
要求水準書　第8章　第38条（5）
公共汚水桝設置工事申請等の受付及び確認には、補助金受付及び確認も含
まれる認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
要求水準書　第8章　第38条（11）に記載がございます。

7

要求水準書　第9章　第42条(別紙3)1）
今回の業務引継ぎに係る現受託者からのデータ抽出費用は委託料に含めな
いこと。とありますが、抽出費用は貴市の負担と理解してよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

稲敷市上下水道料金徴収等業務委託

回　答　書
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稲敷市上下水道料金徴収等業務委託

回　答　書

業務スケジュール
検針から給水停止までの流れを、以下の記入例を参考にご教示ください。

業務スケジュールの例は下記のとおりです。
例：4月上下水道料金

※土日、祝日により日程は前後いたします。
※口座引落不能の場合、再引落は実施しておりません。
※未納者の抽出は、4月分と合わせて2か月分の未納がある者を抽出しており
ます。
※月毎に給水停止の対象地区を決めて実施しております。

8
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